（様式第３号）

受託研究契約書

三重県（以下「甲」という。）と◯◯◯◯（以下「乙」という。）とは、三重県工業研究所受託研究実施要領（以下「要領」という。）に基づき、次の条項に従い受託研究契約を締結するものとする。

（受託研究の題目等）
第１条　乙は次の研究（以下「受託研究」という。）を甲に委託し、甲はこれを受託する。
（１）研究課題名　○○に関する研究
（２）研究目的　　○○
（３）研究内容　　○○

（実施期間）
第２条　本受託研究の実施期間は、契約締結日から令和　年　月　日までとする。

（実施場所）
第３条　受託研究の実施場所は、次のとおりとする。
　◯◯に関する研究　　◯◯市◯◯町◯◯番地（甲の研究所等）

（受託研究の管理）
第４条　甲は、別表第１に掲げる研究を実施する。
２　甲は、受託研究についての管理を行うものとする。
３　甲は、別表第１に掲げる研究員を研究担当者として当該受託研究に参加させる。
４　甲は、別表第２に掲げる受託研究の経費の内容に基づき予算執行を行う。

（受託研究に要する経費）
第５条　乙は、甲に対し受託研究を行うための費用（以下「委託料」という。）として、金○○○円を支払うものとする。
２　前項の委託料は、甲が発行する納入通知書により契約締結日の翌々月末日までに納入するものとする。
３　乙は、所定の納入期限までに前項の経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例（平成２６年三重県条例第２号）に規定する率で計算した遅延損害金を納入しなければならない。
４　納入された委託料は原則として返還しない。ただし、天災その他研究遂行上やむを得ない事由により受託研究が中止となり、かつ乙が納入した委託料に不用が生じた場合においては、甲は当該不用となった額を乙に返還することができる。

（委託料により取得した設備等および資材等の帰属・管理）
第６条　委託料により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。但し、甲又は乙に特別の事由がある場合、帰属について別途協議することができる。
２　甲及び甲に属する研究員は、乙が甲に提供した資材等について、本受託研究が終了するまで、適切に管理するものとする。
３　甲は、受託研究に係る資材等を相手方の書面による事前承認を得た場合を除き、本受託研究以外の目的に使用してはならない。

（受託研究の中止及び変更）
第７条　甲は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、乙と協議のうえ、本受託研究を中止することができる。この場合において、甲は、乙が受けた一切の損害について賠償する責めを負わないものとする。
２　甲及び乙は、本契約書の内容に変更が生じた場合には、速やかに受託研究変更契約を締結するものとする。

（協力）
第８条　乙は、甲が本受託研究を円滑に推進するために必要な資料、技術知識並びに乙が提供した資材等の成分及び製造方法等の提出を求めたときは、誠意を持ってこれに協力するものとする。

（研究結果の報告）
第９条　甲は、第２条に定める受託研究の実施期間終了日の翌月末日又は令和９年３月３１日のいずれか早い時期までに、受託研究報告書を作成し、乙に提出しなければならない。また、成果物があるときは、これを乙に引き渡すものとする。なお、受託研究報告書の内容は、甲乙相互に内容を協議したうえで、記載するものとする。

（研究の遅延）
第１０条　甲は、本契約に定める研究期間内に研究が完了できない場合には、乙に遅延の事由及び終了時期を示し、その取り扱いを協議するものとする。

（資材等の返還）
第１１条　甲は、相手方から提供を受けた資材等について原則として返還しないものとする。ただし、乙と事前協議の上、返還するとした資材についてはこの限りではない。

（権利の帰属及び出願等）
第１２条　三重県工業研究所受託研究実施要領第９条第１項第２号の規定にかかわらず、甲は、受託研究の実施に伴い発明が生じた場合には、速やかに委託者に通知しなければならない。
２　甲は、受託研究に関連して単独で発明を行った場合、単独で特許の出願ができる。
３　例外として、受託研究開始前に乙により開示された技術知識と、受託研究実施により得られた研究成果の両者に基づく発明については、甲と乙が共同して出願（以下「共同出願」という。）を行うものとし、当該特許に係る甲乙の持分及び設定登録後の特許権の持分と、出願等に係る費用一切の負担割合を協議して定めたうえで、共同出願契約書（様式第６号）による契約を締結した後、共同出願を行うこととする。ただし、甲が当該発明に係る特許を受ける権利を乙から承継した場合は、甲が単独で出願することができるものとする。

（研究成果の公表）
第１３条　甲は、第２条に定める受託研究の実施期間中において、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ、乙と協議するものとする。
２　受託研究報告書については、原則として公表するものとする。ただし、公にすることにより、乙の競争上の地位その他正当な利益を損なうと認められるものは、乙と協議のうえ、公表を控えることができる。
３　甲は、受託研究の終了後に、論文等により研究成果を公表できる。ただし、公にすることにより、乙の競争上の地位その他正当な利益を損なうと認められるものは、乙と協議のうえ、公表を控えることができる。
４　甲は、受託研究報告書に記載されていない研究成果等について公表しようとするときは、書面により、あらかじめ乙の承認を得るものとする。

(秘密の保持)
第１４条　甲及び乙は、、相手方より開示若しくは提供を受けた情報、又は受託研究の実施に伴い知り得た相手方の技術上若しくは営業上の情報について、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、三重県情報公開条例（平成１１年三重県条例第４２号）により、開示請求があった場合は、同条例によるものとする。
２　前項の規定にかかわらず、相手方より知り得た情報について、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方の同意なしに公開や開示できるものとする。
（１）相手方から知得した時点で既に公知となっている情報、又は相手方から知得した後で、自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの。
（２）第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。
（３）相手方から知得した時点で既に保有していた情報であるもの。
（４）相手方から知得した情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できる情報であるもの。
（５）法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられている情報であるもの。
（６）受託研究公募要領において、公表するとした情報であるもの。

（契約の解除）
第１５条　甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める義務を相手方が履行しないときは、この契約を解除することができる。
２　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
（１）契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
（２）この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
（３）災害その他やむを得ない事由以外の事由により契約の解除を申出たとき。
（４）乙又は乙の役員等又は乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当することが判明したとき。
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ　暴力団関係者（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関からの通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。）と認められる場合
ウ　自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用した者と認められる場合。
エ　暴力団又は暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合。
オ　暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合（密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、年１回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。）
カ　暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合（社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。）
キ　暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められる場合。
３　甲は、第１項の規定により契約を解除するときは、書面によりその旨を乙に通知するものとする。

（損害賠償）
第１６条　甲が、前条第１項または第２項の事由によりこの契約を解除したときは、乙は甲に生じる一切の損害につき、その責めを負うものとする。

（不当介入に係る通報等の義務）
第１７条　乙は、契約の履行にあたり、第１５条第２項第４号のいずれかに該当する者による不当介入を受けたときは、次の各号の義務を負うものとする。
（１）断固として不当介入を拒否すること。
（２）警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
（３）甲に報告すること。
（４）契約の履行において、暴力団、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより、工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。

（産業廃棄物に係る受託研究の取り扱い）
第１８条　産業廃棄物に関連する受託研究においては、他の条項に加えて、次の各号を適用するものとする。
（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第５号に規定される特別管理産業廃棄物を直接の原料とした製品化に関する研究は、受託研究の対象としないものとする。
[bookmark: _Hlk227683780]（２）甲又は乙が所有又は管理しない土地等を使用して行う研究は実施しないものとする。ただし、食品由来廃棄物等で安全性に合理的理由のある場合を除く。
（３）研究対象とする廃棄物の成分分析結果の提出を条件として実施を決定した受託研究において、乙は、環境計量証明事業登録機関による成分分析結果を提出しなければならない。
（４）受託研究を開始した後であっても、第２条に定める受託研究の実施期間中において、甲が乙に対し、当該廃棄物に関する情報の提出を求めたときは、乙はこれらに関する情報を提出しなければならない。この場合において、必要となる費用は乙の負担とする。
[bookmark: _Hlk227683844]（５）甲及び乙は、受託研究において生じた成果物又は生産物を商品として流通させないものとする。

（準用）
第１９条　第１２条の規定は、実用新案権を受ける権利及び実用新案権、意匠登録を受ける権利及び意匠権、その他の知的財産権について準用する。

（協議）
第２０条　この契約に定めるもののほか、本受託研究の実施に関し必要な事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。

（管轄裁判所）
第２１条　この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

この契約を締結した証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。


令和　　年　　月　　日
（甲）三重県津市広明町１３番地
三重県
三重県知事　○○　○○　印


（乙）所在地
事業所名
代表者名　　○○　○○　印


別表第１　研究課題、研究概要、研究担当者
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 別表第２　甲が実施する受託研究の経費
	経費（支出科目の区分）
	予定額
	積算基礎
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	（消費税・地方消費税を含む）







